
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  相続税 農地の納税猶予が受けられなくなる場合 

Ｑ：私は現在、相続税の農地の納税猶予を

受けていますが、どういうことをすると納税

猶予が受けられなくなりますか？ 

 

Ａ：次の場合には、納税猶予が打ち切られ

ます。 

【解説】 

農地の納税猶予は、次に該当することとな

った場合に打ち切られ、納税猶予額の全部又

は一部を納付するとともに、一定の利子税を

納めなければなりません。 

 ①特例農地等について、譲渡等があった場合 

  譲渡等には、譲渡、贈与若しくは転用のほ

か、地上権、永小作権、使用貸借による権利

もしくは賃借権の設定(一定の要件を満たす

ものは除く)又はこれらの権利の消滅もしく

は農地について耕作の放棄の通知があった場

合も含まれます。 

②特例農地等に係る農業経営を廃止した場合 

③継続届出書の提出がなかった場合 

④担保価値が減少したことなどにより、増担

保又は担保の変更を求められた場合で、その

求めに応じなかったとき 

⑤都市営農農地等について生産緑地法の規定

による買取りの申出があった場合や都市計画

の変更等により特例農地等が特定市街化区域

農地等に該当することとなった場合 

⑥特例の適用を受けている準農地について、

申告期限後10年を経過する日までに農業の用

に供していない場合 
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